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第８節 へき地医療体制
１ 現状

○ 本道における無医地区や無歯科医地区等については減少傾向にあるものの、なお全国一多い実

態にあることから、道では平成 18 年度に「北海道へき地保健医療計画」を策定し、へき地医療

支援機構、へき地医療拠点病院、へき地診療所などの体制を整備し、各機関相互間の連携を図る

とともに、医師の確保や支援体制の整備などに取り組んでいます。

○ 上川中部圏域では、令和元年 10月末現在、無医・無歯科医地区の該当はありませんが、無医・

無歯科医地区に準じる地区が１か所あります。

○ へき地診療所等は、一定の区域内に医療機関がない地域における医療を確保することを目的と

して、道、市町村、公的医療機関等により設置・運営されており、令和３年８月現在、当圏域に

は東神楽町、東川町、愛別町、幌加内町にへき地診療所があります。

また、過疎地域等特定診療所として整備されている歯科診療所が１か所あります。

○ 道では、第一次から第三次に至る医療圏において、よりきめ細かな保健医療サービスの提供を

図るため、その中核となる地方センター病院と地域センター病院の整備を進めてきました。

当圏域には地方センター病院及び地域センター病院として指定された医療機関はありませんが、

複数の公的医療機関などにより、医療提供体制が確保されています。

○ 第９次へき地保健医療計画（平成 13年度～17 年度）において、へき地診療所等からの代診医

の派遣要請などの広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療対策の各種事

業を円滑かつ効率的に実施するため、都道府県単位でへき地医療支援機構を設置することとされ

ました。

＜無医地区等の定義＞

（無医地区）

◇ 無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね

半径４kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用す

ることのできない地区

（無医地区に準じる地区）

◇ 無医地区に準じる地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が

必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区

＊ 「無歯科医地区」「無歯科医地区に準じる地区」については、それぞれ「医療機関」を「

歯科医療機関」に読み替える

＜へき地診療所の設置基準＞

◇ へき地診療所を設置しようとする場所を中心として、おおむね半径４㎞の区域内に他の医

療機関がなく、その区域内の人口が原則として人口1,000人以上であり、かつ、診療所の設

置予定地から最寄り医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上要するものであるこ

と

◇ 医療機関のない離島のうち、人口が原則として300人以上、1,000人未満の離島に設置す

るものであること

＜過疎地域等特定診療所の定義＞

・ 特定診療（眼科、耳鼻いんこう科、歯科）機能を有する医療機関がない市町村で、当該

地域住民の特定診療科の医療を確保することを目的とした診療所
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○ 道では、平成 14 年度に「北海道へき地医療支援機構」を設置しました。

２ 課題

（へき地における保健指導）

無医地区等の住民の健康の保持・増進を図るため、住民の保健衛生状態を十分把握し、実情に

応じた保健指導を行う必要があります。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所において住民に身近な医療を確保する必要があります。

○ へき地診療所、へき地医療拠点病院等の連携により、初期救急医療及び入院を要する救急医療

に適切に対応できる体制の充実を図る必要があります。

○ へき地診療所等における診療の結果、専門的な医療や高度な医療を要するとされた場合、病状

や緊急性に応じ適切な医療機関へ紹介・搬送する体制を確保する必要があります。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ へき地診療所等への医師派遣などが行えるよう、へき地の診療を支援する医療機関等において

医師を確保する必要があります。

○ 医療機関への通院が困難な住民に対し、通院のための交通手段を確保する必要があります。

○ 通信技術を応用した画像診断など、遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対し支援を行い、

医療機関のＩＣＴ活用を推進する必要があります。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

北海道へき地医療支援機構の強化を始め、へき地の医療機関に従事する医療スタッフの支援、

へき地の医療提供体制の確保に向けた支援などを行う必要があります。

３ 必要な医療機能

（へき地における保健指導の機能）

無医地区等において、保健指導を提供することが必要です。

（へき地における診療の機能）

○ 無医地区等において、地域住民の医療を確保することが必要です。

○ 24 時間 365 日対応できる体制を整備することが必要です。

○ 専門的な医療や高度な医療へ搬送する体制を整備することが必要です。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

診療支援機能の向上を図ることが必要です。

（行政機関等によるへき地医療の支援）

へき地において継続的に医療サービスを提供できるよう、関係機関の調整を行うことが必要で

す。

＜北海道へき地医療支援機構の主な役割＞

◇ へき地診療所等への代診医を含む医師の派遣調整

◇ 無医地区等への巡回診療の実施に関する調整

◇ へき地医療従事者に対する研修計画、プログラムの作成

◇ へき地医療拠点病院の活動評価等
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４ 数値目標等

＊ 目標における「現状」は、計画策定時の数値を基本とする。

５ 数値目標等を達成するために必要な施策

関係機関相互の連携により、適切な保健及び医療サービスが継続して実施される体制の維持・構

築に努めます。

（へき地における保健指導）

市町や最寄りのへき地診療所等との連携の下、住民の保健衛生状態を十分把握し、計画的に無

医地区等の実情に即した保健指導を行います。

（へき地における診療の機能）

○ へき地診療所等の施設・設備の整備費や運営費に対して支援します。

○ 自治医科大学卒業医師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクターバンク事

業、北海道医師会及び特定非営利活動法人北海道病院協会と連携して実施する緊急臨時的医師派

遣事業等により、常勤医及び代診医の確保を図ります。

○ 市町等が患者輸送車などを整備する事業に対して支援し、搬送体制の整備に取り組みます。

○ 高規格救急車、消防防災ヘリコプター、ドクターヘリなどによる救急搬送体制の整備を促進し

ます。

（へき地の診療を支援する医療の機能）

○ 遠隔医療や診療情報の共有ネットワーク化を行うため、必要な機器等の整備を行うへき地医療

拠点病院などに対して支援します。

○ 北海道医師確保計画に基づき、医育大学に設置した地域医療支援センターによる医師派遣、自

治医科大学卒業医師や地域枠医師の配置、北海道地域医療振興財団のドクターバンク事業、緊

急臨時的医師派遣事業等により、へき地の診療を支援する医師の確保を図ります。

○ 休日・夜間当番医などの情報を提供する救急医療情報システムや小児救急電話相談事業の普及

啓発を図ります。

（行政機関等によるへき地医療の支援

○ 北海道のホームページを活用し、道内の地域医療の現状や地域医療を確保するための対策など

について紹介します。

○ 地域の医療機関に勤務する医師が、夜間のコンビニ受診などで疲弊しないために、地域住民を

対象にした懇談会の開催や広報誌などによる啓発活動が行われるよう市町等に働きかけ、地域全

体で医療を支える機運の醸成を図ります。

指標区分 指標名（単位）

現状値

目標（R5）
現状値の出典

（策定時・見直し時の年次）
計画

策定時

中間

見直し時

体 制 整 備 へき地診療所数（か所） 5 ５ 現状維持
上川保健所調

（平成 30 年・令和 3 年）
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６ 医療機関等の具体的名称

【へき地診療所・過疎地域等特定診療所】 令和 3 年８月現在

＊へき地医療に係る医療機関名簿は、第６章別表により随時更新

７ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

歯科医師の確保が困難な、へき地における歯科保健医療サービスの確保に努めます。

８ 薬局の役割

無薬局町における医薬品や医療・衛生材料等の提供体制を確保するため、近隣市町の薬局による

在宅医療などの提供に努めます。

９ 訪問看護ステーションの役割

医療資源が限られるへき地において、地域の特性や生活状況を踏まえた適切なケアが提供される

よう努めます。

町 名 診療所名

へき地診療所

東神楽町 東神楽町国民健康保険診療所

東 川 町 国民健康保険東川町立診療所

愛 別 町 国民健康保険愛別町立別診療所

幌加内町
幌加内町立幌加内診療所

幌加内町立政和診療所

過疎地域等特定診療所 幌加内町 町立幌加内歯科診療所

北海道

へき地診療所等

遠隔医療代診医等派遣巡回診療

社会医療法人

民間医療機関

○過疎地域医療機関
への医師派遣

○へき地診療所への
医師・代診医派遣

医育大学
○医師の養成
○過疎地域医療機関へ
の医師派遣

へき地医療支援機構
○へき地医療対策の各種事業を円滑かつ効
率的に実施するための企画・調整を行う

患者輸送車

へき地医療拠点病院
○無医地区等への巡回診療
○へき地診療所等への代診医等の派遣
○へき地医療従事者に対する研修実施
○へき地診療所の各種診療支援

無医地区、無歯科医地区
準無医地区、準無歯科医地区

市町村

○へき地における
保健指導

北海道地域医療
振興財団

ドクターバン
ク事業

北海道病院協会

緊急臨時的医師
派遣事業

地域医師連携支援センター
○医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア
形成と一体的に医師不足病院の支援等を行う

■地域医療支援センター（３医育大学に設置）
医師確保が困難な地域への医師派遣

■地域枠制度の運営
北海道医師養成確保修学資金の貸付けを受けた医
師を一定期間地域の医療機関に配置

地方・地域センター病院
○地域の医療機関への医師等の派遣
○外部に開放した研修会等の開催
○医療機器の共同利用
○地域医療支援室の設置
○救急医療体制への参加

北海道医療対策協議会

北海道総合保健医療協議会
地域医療専門委員会

へ き 地 医 療 連 携 体 制

■自治医科大学卒業医師の配置


